令和８年度 消費者教育コーディネート事業　業務仕様書

１　事業名
　　令和８年度 消費者教育コーディネート事業

２　事業期間
　　契約締結の日から令和９年３月15日まで

３　目的
消費者教育に関わる多様な関係者をつなぐ役割を担う消費者教育コーディネーター(※1)（以下、「コーディネーター」という。）を配置し、各ライフステージに応じた消費者教育が行えるよう、県内の学校や地域において講座の活用を積極的に働きかけるとともに、講座を企画・運営・実施するなど、県民一人一人が「考えて行動できる『うちなー消費者』(※2)」となることを目指した取組を行うことを目的とする。
また、超高齢社会に対応するため、消費者被害防止のための地域の見守りネットワークの構築及び担い手育成に資する消費者教育を推進する。
(※1)　消費者教育コーディネーター・・・消費者問題に精通している者で、市町村、学校、消費者団体、事業者等において効果的な消費者教育が行えるよう、講座を企画・調整し消費者教育を担う多様な関係者をつなぐ役割を担う者。
(※2)　考えて行動できる『うちなー消費者』・・・自主的かつ合理的意思決定に基づき行動し、被害に遭わない「うちなー消費者」。価格や好みだけではなく、人や地域・社会、環境のことも考え、消費行動ができる消費者を指す。

４　委託業務の内容
(１)　コーディネーターの配置
ア　下記の（２）から（４）の業務を遂行するため、コーディネーターは、消費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーまたは消費生活コンサルタントなどの資格を有し、消費生活及び消費者教育に関する知識並びに消費者教育の実践に必要な知識を持った者が望ましい。ただし、資格を有しない場合であっても、
・教員経験者等、教育現場との繋がりがある者
・各種研修講師の経験を有し、消費者教育に対する関心と意欲がある者
など、消費者教育を担う多様な関係者をつなぐ役割を担うことができる者も可とする。

イ　コーディネーターの役割
県内の消費者教育を推進するため、以下の（２）から（４）の各業務について中心となって取り組むこと。また、効果的な消費者教育が行えるよう、消費者教育を担う多様な関係者をつなぐ役割を担う。

ウ　雇用形態：常勤、非常勤および人数を問わない。


(２)　出前講座等の企画・実施等
ア　出前講座等の企画
1 考えて行動できる「うちなー消費者」を育むための出前講座等(※1)を企画し、県民に対し日常生活の中での実践的な能力を高め、消費者力の向上を図る。
(※1)　講師派遣を依頼する側が会場確保や受講者を集める出前講座又は受託者が会場を確保し集客する講座

2 対象者は児童、生徒、学生、保護者、一般消費者、高齢者、見守り関係者（民生員、ヘルパー、ケアマネ等）等とする。

3 出前講座等は、参加者が興味を持って受講できるような内容を企画し、それぞれの対象に合わせた分かりやすく、伝わりやすい手法を取り入れること。

4 出前講座等１回あたりの時間は、児童・生徒は60分程度、その他は60分～90分程度を目安に設定すること。時間内で受講者が質問できる時間、講義の内容を振り返る時間を確保すること。受講先と調整した上での時間の延長・短縮は構わないが、長時間はなるべく避けること。

5 出前講座等においては、県が作成した教材（沖縄県消費生活センターのホームページに掲載）や消費者庁作成の「社会への扉」、「消費者教育ポータルサイト」（https://www.kportal.caa.go.jp/）に掲載されている教材等から最適な教材を選択すること。なお、独自に作成した教材を使用することも可とする。その際は、消費者トラブル事例紹介等において個別企業の名称を使用しないことや、特定の方々の差別につながるおそれがある表現をしないこと等、十分留意すること。

イ　講座の実施・運営
1 出前講座等は50回以上（受講者数３千人を目標とする）可能な限り実施することとし、これを超えた場合でも講師派遣の依頼があれば、可能な限り対応すること。ただし、感染症の流行などやむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

2 消費者力は、金融経済教育を併せて行うことでより高まることから、受講先との調整が図られた場合は、沖縄県金融広報委員会の金融広報アドバイザーの講座を設定すること。また、年度末の出前講座等に対応出来ない場合は、金融広報アドバイザーの講座等、他団体の実施講座を積極的に案内すること。

3 離島地域あるいは学生寮の学生を対象とした講座を積極的に実施すること。

4 Ｗeb講座にも対応可能な体制を整備し、受講団体の要望に応じてWeb開催とすること。

5 感染症の流行などで、対面でもWebでも講座実施が難しい場合は、受講先と調整して講座資料の提供を行う等、柔軟に対応すること。

6 出前講座等の実施・運営にかかる下記の業務を行うこと。
ａ　講座の案内チラシ作成、講座の周知や必要な情報発信

ｂ　講座申込の募集、受付等

ｃ　講座の実施先の選定及び講座実施に向けた各種調整
※　特に学校で講座を行う場合、県及び学校に講座資料を事前に提示し、十分な打ち合
わせを行うこと。また、対象となる生徒に合わせて内容の構成を工夫すること。

ｄ　講師選定及び講師依頼等
※　講座のテーマに対応できる者を講師として選定しなければならない。
ただし、コーディネーターが自ら講師を務めることもできる。

ｅ　講師及び講座申込者との打合せ

ｆ　会場となる施設担当者との打合せ（出前講座の会場の手配は申込者が行う）

ｇ　講座受講団体に対するアンケートの実施及び集計

ｈ　講座の実施にかかる費用の支払い（講師の謝金・交通費、教材費等）

(３)　モデル講座の企画・実施等
ア　モデル講座の企画
1 消費生活における情報化への対応力を向上させるための講座(※1)について、１回以上実施すること。
(※1)　デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、消費者を取り巻く取引やサービス、コミュ
ニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しているデジタル時代
において、消費者が安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、デジタルサービスの仕
組みやリスクへの理解、情報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、こ
れらのアップデートを続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも
必要とされた基礎的な力も引き続き高めるための講座

2 対象年齢は問わない。

3 モデル講座は、参加者が興味を持って受講できる内容を企画し、座学のみではなく、ワークショップなど伝わりやすい手法を取り入れることが望ましい。ただし、感染症等の状況に応じて柔軟に対応すること。


イ　モデル講座の実施・運営にかかる下記の業務を行うこと。
1 モデル講座を実施する場合は、令和８年５月から令和９年１月までの間に１回以上実施すること。なお、他の団体等と連携して実施することも可とする。

2 モデル講座の実施・運営にかかる下記の業務を行うこと。
ａ　講座の周知や必要な情報発信

ｂ　講座申込の募集、受付等

ｃ　講座の実施先の選定及び講座実施に向けた各種調整

ｄ　講師選定及び講師依頼等
※　講座のテーマに対応できる者を講師として選定しなければならない。選定が難しい場
合は、コーディネーターが自ら講師を務めることもできる。

e　講師及び講座申込者との打合せ

ｆ　会場となる施設担当者との打合せ、会場設営及び撤去

g　講座受講者に対するアンケートの実施及び集計

ｈ　講座の実施にかかる費用の支払い（講師の謝金・交通費、教材費、会場費等）

(４)　ＳＮＳを活用した情報発信
ア　沖縄県消費生活センターのInstagramアカウントにおいて、消費者トラブルの事例やトラブルに巻き込まれた際に取るべき対処策について情報発信を行うこと。
1 独立行政法人国民生活センターのホームページ(https://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html）に掲載されている「見守り新鮮情報」の「ひとこと助言」の内容を転載し、リーフレット画像とともに投稿、又は「子ども・若者サポート情報」の「ひとことアドバイス」の内容を転載し、リーフレット画像とともに投稿する。なお、投稿にあたっては、同センターからの転載である旨を明記すること。

2 上記「見守り新鮮情報」の発信頻度は週１回程度を目安とする。

3 その他、県からの指示に基づき情報を発信すること。その際の原稿は県が提供する。

4 講座において、沖縄県消費生活センターのInstagramのアカウントを受講者へ周知を行う。


(５)　委託業務の進捗確認および実施結果報告書の作成
ア　乙は、事業の進捗状況の確認、その他各種調整のため、毎月５日までに甲に対し
メールにて前月末までの事業の進捗状況やその他連絡事項等を報告する。なお、特
段調整が必要な事項については、別途打ち合わせ会議を実施することとし、日程は
県と調整の上決定する。

イ　10月末日までに５月から９月までの経費の執行状況を報告し、その確認を受ける
こと。

ウ　業務完了後は、速やかに実施結果について報告書を作成し以下の書類を添付して
提出すること。
・収支精算書
・講座の実施状況（講座の概要・参加状況が確認できるもの）
・講座で使用した資料一式
・その他、県が提出を求めるもの

(６)　その他
ア　消費者教育をより多くの県民に知ってもらうため、各種広報媒体を活用し、当事
業の取組内容等について情報発信を行うこと。ただし、講座実施と関連しない広告
等は行わないこと。

イ　上記の業務を円滑に実施するために必要な事務を行うこと。

５　業務の再委託について
（1） 一括再委託の禁止
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせるこができない。また、以下の業務（以下、「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることができない。
ただし、これによりがたい特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
・契約金額の50％を超える業務
・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務

（2） 再委託の相手方の制限
本契約の公募参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。
また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。


（3） 再委託の承認
契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、予め書面による県の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない。
ア　資料の収集・整理

イ　複写・印刷・製本

ウ　原稿・データの入力及び集計

エ　物品の輸送・発送

オ　受注者において作成又は調達した情報を発信する広告（編集、加工を依頼する
場合を除く。）
	
カ　その他、上記以外に容易かつ簡易な業務がある場合に、県と別途協議を行った
業務

（4） 再委託した業務については、次のとおり一般管理費の算定対象としないこと
（直接人件費＋直接経費－再委託費）×　一般管理費率　以内

６　その他留意事項
（1） 業務の遂行にあたっては、事前に県と協議を行い、その指示に従うものとする。

（2） この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、県と受託者が協議して定めるものとする。

（3） 本仕様書記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕様書とは異なる場合もある。

（4） 業務の遂行にあたって知り得た情報（個人情報を含む。）を漏洩してはならない。
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